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秋
田
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
六
十
号

秋
田
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
自
然
環
境
保
全
地
域
保
全
の
た
め
の
施
設
）

（
自
然
環
境
保
全
地
域
保
全
の
た
め
の
施
設
）

第
十
一
条

条
例
第
十
四
条
（
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
一
条

条
例
第
十
四
条
（
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

場
合
を
含
む
。
）
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

管
理
上
必
要
な
巡
視
歩
道
、
管
理
舎
、
標
識
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

一

管
理
上
必
要
な
巡
視
歩
道
、
管
理
舎
、
標
識
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る

施
設

施
設

二
～
五

略

二
～
五

略

（
特
別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
行
為
）

（
特
別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
行
為
）

第
十
八
条

条
例
第
十
五
条
第
十
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に

第
十
八
条

条
例
第
十
五
条
第
十
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

工
作
物
を
新
築
し
、
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲

一

工
作
物
を
新
築
し
、
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲

げ
る
も
の

げ
る
も
の

イ
～
ノ

略

イ
～
ノ

略

オ

野
生
鳥
獣
に
よ
る
生
態
系
に
対
す
る
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
カ
メ
ラ
そ

オ

野
生
鳥
獣
に
よ
る
生
態
系
に
対
す
る
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
カ
メ
ラ
そ

の
他
の
観
測
機
器
又
は
標
識
、
く
い
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を

の
他
の
観
測
機
器
又
は
標
識
、
く
い
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
も
の
を

設
置
す
る
こ
と
。

設
置
す
る
こ
と
。

ク

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法

ク

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
同
法
第

律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
同
法
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
来
生
物
（
以
下
「
特
定
外
来
生
物
」

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
来
生
物
（
以
下
「
特
定
外
来
生
物
」

と
い
う
。
）
の
防
除
の
た
め
に
カ
メ
ラ
そ
の
他
の
観
測
機
器
又
は
標

と
い
う
。
）
の
防
除
の
た
め
に
カ
メ
ラ
そ
の
他
の
観
測
機
器
又
は
標
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識
、
く
い
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
。

識
、
く
い
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
。

二
～
八

略

二
～
八

略

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
行
為

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
行
為

イ

略

イ

略

ロ

水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
二
十

ロ

水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
十
七

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
護
水
面
の
管
理
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
行

条
第
一
項

に
規
定
す
る
保
護
水
面
の
管
理
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
行

為

為

ハ
～
リ

略

ハ
～
リ

略

十

略

十

略

（
普
通
地
区
内
に
お
け
る
届
出
等
を
要
し
な
い
行
為
）

（
普
通
地
区
内
に
お
け
る
届
出
等
を
要
し
な
い
行
為
）

第
二
十
五
条

条
例
第
十
七
条
第
六
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次

第
二
十
五
条

条
例
第
十
七
条
第
六
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

略

一
～
五

略

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
行
為

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
行
為

イ

水
産
資
源
保
護
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
護
水
面
の
管

イ

水
産
資
源
保
護
法
第
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
保
護
水
面
の
管

理
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
行
為

理
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
行
為

ロ
～
ホ

略

ロ
～
ホ

略

七

略

七

略

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


